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９月のごみ・資源収集日程
問合せ　環境業務課 ☎ 072（634）0210 へ

地 域
ステーション収集（地域で決められた場所）

もやせる
ごみ

もやせない
ごみびん、缶、

食品トレイ
古紙
古着 ペットボトル 水銀使用

製品

安
威
川
以
北
地
域

千里丘 1・2、千里丘 3 の 1 ～ 7 番・
15 番・21 番、千里丘東 1・2 14 日㊋、28 日㊋ ８日㊌ ７日㊋、21 日㊋ ７日㊋

毎
週 

㊊
・
㊍

１
日
㊌
・
15
日
㊌

千里丘 3 の 8 ～ 14 番、千里丘 4
～ 7、千里丘新町 14 日㊋、28 日㊋ ８日㊌ ３日㊎、17 日㊎ ３日㊎

千里丘東 3 ～ 5 10 日㊎、24 日㊎ ８日㊌ ７日㊋、21 日㊋ 21 日㊋
庄屋 1・2、東正雀、南千里丘、三島
3 の 14 番 10 日㊎、24 日㊎ ８日㊌ ３日㊎、17 日㊎ 17 日㊎

正雀本町 1・2、正雀 1・2 ７日㊋、21 日㊋ 22 日㊌ 14 日㊋、28 日㊋ 14 日㊋
正雀 3・4、三島 1・2、三島 3（14 番
除く） ７日㊋、21 日㊋ 22 日㊌ 10 日㊎、24 日㊎ 10 日㊎

桜町 1・2、学園町 1・2、鶴野 1 ～ 4 ３日㊎、17 日㊎ 22 日㊌ 14 日㊋、28 日㊋ 28 日㊋
香露園、昭和園 ３日㊎、17 日㊎ 22 日㊌ 10 日㊎、24 日㊎ 24 日㊎

安
威
川
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域

北別府町、浜町、東別府 1 ～ 5 13 日㊊、27 日㊊ １日㊌ ６日㊊、20 日㊊ ６日㊊

毎
週 

㊋
・
㊎

８
日
㊌
・
22
日
㊌

別府 1 ～ 3 13 日㊊、27 日㊊ １日㊌ ２日㊍、16 日㊍ ２日㊍
南別府町、西一津屋、一津屋 1 ～ 3 ９日㊍、23 日㊍ １日㊌ ６日㊊、20 日㊊ 20 日㊊
鳥飼和道 1・2、東一津屋、新在家
1・2、鳥飼八防 1、鳥飼八防 2（8・9
番除く）、鳥飼西 5 の 3・4 番

９日㊍、23 日㊍ １日㊌ ２日㊍、16 日㊍ 16 日㊍

鳥飼西 1 ～ 4、鳥飼西 5（3・4 番除
く）、鳥飼八防 2 の 8・9 番 ６日㊊、20 日㊊ 15 日㊌ 13 日㊊、27 日㊊ 13 日㊊

鳥飼野々 1 ～ 3、鳥飼本町 1 ～ 5 ６日㊊、20 日㊊ 15 日㊌ ９日㊍、23 日㊍ ９日㊍
鳥飼下 1 ～ 3、鳥飼中 1 ～ 3 ２日㊍、16 日㊍ 15 日㊌ ９日㊍、23 日㊍ 23 日㊍
鳥飼新町 1・2、鳥飼銘木町、鳥飼上
1 ～ 5、鳥飼八町 1・2 ２日㊍、16 日㊍ 15 日㊌ 13 日㊊、27 日㊊ 27 日㊊

大
型
可
燃
は
金
曜
日

大
型
可
燃
は
木
曜
日

（赤字は祝日）

■ごみの減量に資源分別と水切り運動
　ごみの中には、紙やペットボトル、食品トレイといった資源として
リサイクルできるものが混ざっています。資源として活用できるもの
はごみとして捨てないようにしましょう。
　また、もやせるごみには多くの水分が含まれており、ごみの収集や
処理の負担となります。生ごみはしっかり水切りをして、ごみの減量
にご協力をお願いします。

■書類などのシュレッダーの処分について
　紙をシュレッダー ( 破砕 ) して捨てる際は、収集時の飛散を防止するため袋の中の空気をしっ
かり抜いてから出してください。
　また、個人情報と関係のない紙はシュレッダーせずにリサイクルしましょう。

問合せ　環境業務課へ


